
意見募集後の計画（案）の主な変更箇所 

No P 節等 変更前 変更後 理由 

１ P23 
第３章 
第１節 
１ 

（３）受動喫煙の防止 
受動喫煙の健康被害について県民へ啓発を行うともに、改正
された健康増進法に基づき望まない受動喫煙を防止するた
め、多数の者が利用する施設の原則屋内禁煙の徹底を図りま
す。また、県民や事業者を対象とした説明会の開催やリーフレ
ットの配布などにより法の周知とその対応を図ります。【健康
づくり支援課】 

（３）受動喫煙の防止 
受動喫煙の健康被害について県民へ啓発を行うともに、改正
された健康増進法に基づき望まない受動喫煙を防止するた
め、多数の者が利用する施設の原則屋内禁煙の徹底を図りま
す。また、県民や事業者を対象とした説明会の開催やリーフレ
ットの配布などにより法の周知とその対応を図ります。なお、
禁煙治療を行っている医療機関の情報を積極的に発信する
等、喫煙者の禁煙を支援します。【健康づくり支援課】 

パブリックコ
メント２（１）
を踏まえた修
正 

２ P29 
第３章 
第３節 
４ 

（２）災害時に備えた啓発の推進 
（２）災害時に備えた啓発の推進 
 防災政策課と疾病対策課と連携した啓発に努めていくた
め、関係課に防災政策課と疾病対策課の両課を記す。 

パブリックコ
メント４（２）
を踏まえた修
正 

３ P33 
第４章 
第３節 
１ 

 
１ アレルギー疾患に関する知識の普及、アレルギー疾患の
発症・重症化予防 

項目 現状 目標値 

禁煙施設の 

割合 

行政（県） 
９９．４％ 

（2017年度） 

１００％ 

（2022年度） 

行政（市町村） 
９１．４％ 

（2017年度） 

１００％ 

（2022年度） 

医療機関 
８２．５％ 

（2017年度） 

１００％ 

（2022年度） 

受動喫煙の機会

を有する者の 

割合 

職場 
３３．１％ 

（2015年度） 

受動喫煙のない

職場の実現※ 

（2022年度） 

家庭 
８．１％ 

（2015年度） 

３．０％※ 

（2022年度） 

飲食店 
５８．７％ 

（2015年度） 

２１．０％※ 

（2022年度） 

※昨今の受動喫煙対策に関わる動向を踏まえ、必要に応じて
目標の変更を検討する。 

 
１ アレルギー疾患に関する知識の普及、アレルギー疾患の
発症・重症化予防 

項目 現状 目標値 

受動喫煙の機会を有する者の 

割合の減少 

行政機関７．７％ 

医療機関８．６％ 

職場３３．１％ 

家庭８．１％ 

飲食店５８．７％ 

（2015年度） 

望まない受動喫

煙のない社会の

実現 

(2022年度) 

 

関連する県の
個別計画（健康
ちば２１（第二
次））の変更に
よる修正 
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